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平成２２年度 事業原簿（ファクトシート） 
 

平成２２年４月１日 作成 

平成２３年５月   現在 

制度・施策名称 エネルギーイノベーションプログラム 

事業名称 Ｅ３地域流通スタンダードモデル創成事業 コード番号：Ｐ０７０１７ 

担当推進部 新エネルギー部 

事業概要 

本実証研究では、Ｅ３製造設備及びＥ３対応給油設備等を実際に設置し、Ｅ

３製造から給油までの実証データの取得・分析を行い、Ｅ３利用の社会モデル

として、我が国のバイオマス資源、社会システム（輸送用燃料の流通システム

含む。）等に即した地産地消・地域循環型のＥ３製造、輸送、供給システムを

構築し、本モデルの導入普及の可能性等を委託研究により検証する。 

事業規模 

事業期間：平成１９～２２年度           単位：百万円 

 H19～20年度

(実績) 

H21年度 

（実績） 

H22年度 

（実績） 

合 計 

予算額 1,210 126 172 1,508

執行額 573 64 132 769

１．事業の必要性 

輸送用バイオマス由来燃料は、｢京都議定書目標達成計画｣に導入目標（５０万ｋｌ/年）が位

置付けられており、化石資源由来のエネルギーの代替として地球温暖化防止に有効であるととも

に、持続可能な循環型社会の形成に向けて重要な役割を担うものであること等から、その積極的

な導入・促進が強く期待されている。しかし、輸送用バイオマス由来燃料の一つであるバイオエ

タノールについては、我が国の「揮発油等の品質確保等に関する法律」により３％までガソリン

に混合することが認められているものの、現在のところ、エタノールを３％混合したガソリン（以

下、｢Ｅ３｣という）の利用は公的車（公用車・公営バス等）の一部のみにとどまっており、導入・

普及が十分に進んでいるとは言えない。 

本事業は、バイオマス資源と社会システム（輸送用燃料流通システムを含む。）等に即した地

産地消・地域循環型の社会モデルの構築を目指すものであり、国内各地でのＥ３の普及のための

ベース作りのために必要な事業である。 

２．事業の目標、指標、達成時期、情勢変化への対応 

①目 標 

平成２１年度までに、導入した実証設備等の実証データの収集、分析を行い、その実証デー

タをもって、我が国のバイオマス資源、社会システム（輸送用燃料の流通システム含む。）等

に即した地産地消・地域循環型のＥ３製造、輸送、供給システムの社会モデルを構築、確認す

る。 

平成２３年度（２０１１年度）までに、構築したＥ３利用の社会モデルの社会システム及び

技術的な課題の抽出及び他の地域への導入・普及の可能性等を検証する。なお、大規模実証試

験として、エリア内のガソリン使用量全体の１０％以上（２００ｋｌ／月）をＥ３化すること

を目標とする。 

具体的な実施内容を以下に示す。 

１）Ｅ３製造に関する実証研究 

Ｅ３設備を設置し、Ｅ３製造設備、安全性能に関する実証データの取得・分析を行う。 

２）Ｅ３輸送に関する実証研究 

Ｅ３輸送時の品質安定性（水分混入リスク評価等）に関する実証データの取得・分析を行う。

３）サービスステーションにおける実証研究 

サービスステーション設備をＥ３対応へ改造し、給油設備、Ｅ３の品質安定性（水分混入リ

スク評価等）に関する実証データの取得・分析を行う。 
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４）社会システムモデルの検討 

上記１）～３）の実証データを元に、Ｅ３利用の社会モデルとして、我が国のバイオマス

資源、社会システム（輸送用燃料の流通システム含む。）等に即した地産地消・地域循環型

のＥ３製造、輸送、供給システムを構築し、本モデルの導入普及の可能性を検証する。 

また、Ｅ３地域流通スタンダードモデルの他地域への波及効果を高めるため、運用手法、

品質管理手法、各種法令に基づく手続き等を盛り込んだハンドブックをまとめ、広く頒布す

ることを事業目標の一つとする。 

②指 標 

●年度ごとに策定するＥ３製造・供給量の達成度 

●実証状況の視察・見学に訪れる人数 

●事業が本格的に開始される平成２１年度以降に開催する成果報告会等への参加人数 

●事業開始３年経過後の中間段階を目処に発刊する“Ｅ３地域流通のためのハンドブック（仮

称）”の頒布状況（目標：１，０００冊頒布） 

●最終目標として、バイオマスエネルギーの生産から地域ガソリン供給までを含む全体システ

ムが事業終了後も地域の事業として経済性も含めて自立できる目処が達成されたかどうか。

③達成時期 

平成２３年度末 

④情勢変化への対応 

 当該研究開発に係る技術動向、政策動向や当該研究開発の進捗状況等に応じて、高濃度エタノ

ール自動車（Ｅ１０対応車、ＦＦＶ等）の導入実証研究も視野に入れることとする。 

また、「経済産業省所管独立行政法人の改革について」（平成２２年４月１９日、経済産業省）

の方針に基づき、平成２３年度からは経済産業省による直執行として事業を行うことにした。 

３．評価に関する事項 

①評価時期 

年度評価：平成２３年５月 

②評価方法（外部ｏｒ内部評価、レビュー方法、評価類型、評価の公開方法） 

年度評価：内部評価（毎年度提出される成果報告書記載のデータを整理、分析することで取り

まとめる。 

［添付資料］ 
（１）平成２２年度概算要求に係る事前評価書（経済産業省策定）（略）  

（２）平成２２年度実施方針（略）  

（３）平成２２年度事業評価書 
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平成２２年度 事業評価書 

 
作成日 平成２３年 ８月 ５日 

制度・施策名称 エネルギーイノベーションプログラム 

事業名称 Ｅ３地域流通スタンダードモデル創成事業 コード番号：Ｐ０７０１７ 

担当推進部 新エネルギー部 

０．事業実施内容 

本実証研究では、Ｅ３製造設備及びＥ３対応給油設備等を実際に設置し、Ｅ３製造から給油ま

での実証データの取得・分析を行い、Ｅ３利用の社会モデルとして、我が国のバイオマス資源、

社会システム（輸送用燃料の流通システム含む。）等に即した地産地消・地域循環型のＥ３製造、

輸送、供給システムを構築し、本モデルの導入普及の可能性等を検証する。 

平成２２年度は、Ｅ３製造、輸送、供給システムを構築した上で、本格的に実証試験を実施す

ると共に、Ｅ１０に関する実証試験にも着手した。 

１．必要性（社会・経済的意義、目的の妥当性） 

輸送用バイオマス由来燃料は、｢京都議定書目標達成計画｣に導入目標（５０万ｋｌ/年）が位

置付けられており、化石資源由来のエネルギーの代替として地球温暖化防止に有効であるととも

に、持続可能な循環型社会の形成に向けて重要な役割を担うものであること等から、その積極的

な導入・促進が強く期待されている。しかし、輸送用バイオマス由来燃料の一つであるバイオエ

タノールについては、我が国の「揮発油等の品質確保等に関する法律」により３％までガソリン

に混合することが認められているものの、現在のところ、エタノールを３％混合したガソリン（以

下、｢Ｅ３｣という）の利用は公的車（公用車等）の一部のみにとどまっており、導入・普及が十

分に進んでいる状況ではない。 

本事業は、バイオマス資源と社会システム（輸送用燃料流通システム含む。）等に即した地産

地消・地域循環型の社会モデルの構築を目指すものであり、国内各地でのＥ３の普及のためのベ

ース作りのために必要な事業である。 

２．効率性（事業計画、実施体制、費用対効果） 

① 手段の適正性 

 宮古島での実施を選定することにより、最も過酷な環境（特に水分混入リスク）下での実証と

なり、Ｅ３製造・輸送・サービスステーションでの貯蔵・供給の際の品質安定性等に関する信頼

性の高い実証データの収集・分析・評価を行うことが可能となった。 

② 効果とコストの関係に関する分析 

本事業では、Ｅ３利用における、地産地消・地域循環型社会システム、一般社会へ適用する際

の技術課題、法令基準を満たした品質管理手法を検証し、Ｅ３利用ガイドブックを作成し、Ｅ３

の導入・普及を図る。過酷な条件下での信頼性の高い実証データに基づくハンドブックは、全国

での普及に大いに資することが期待でき、費用対効果は極めて高い。 

３．有効性（目的達成度、社会・経済への貢献度） 

 平成２２年度は、Ｅ３協力車両を宮古島島内におけるレンタカー（平成２２年度末で約１，０

００台）にまで拡大して実証実験を実施したことにより知見やデータ取得・蓄積の一層の拡充が

図られた。また、Ｅ３とＥ１０が混在する環境下において、誤給油（Ｅ３利用車に誤ってＥ１０

を給油してしまうことを指す）対策についても検証を行い、今後の導入拡大を図る上で必要とな

るＥ１０対応に有意義な結果を得た。 

・ Ｅ３燃料製造所、Ｅ３専用給油所２箇所及びＥ３専用給油設備２箇所の運用を行い、設備運

用面において問題なく機能することを確認した。 

・ Ｅ３燃料を製造、貯蔵、輸送、供給までの一連の品質管理体制において、Ｅ３燃料及び基材

について、それぞれの規格に適合した品質を確保できることを確認した。水分混入リスク評

価についても特に問題のないことを確認した。また、ＰＯＳ管理システムの導入により品質

のトレーサビリティが可能なことを確認した。 

・ 誤給油対策実証について、計量器の表示・色分け、車両リアガラス・給油口のラベル表示等

が効果的であり、これらの対策により誤給油の発生が無いことを確認した。 

・ Ｅ３燃料流通の社会モデルに関する経済性等の評価について、Ｅ３製造に係る概算でのコス
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ト評価を行い、設備投資を含めても十分な経済性が確保できる見込みを得た。 

 

指標に対する達成状況として、Ｅ３製造数量は平成２２年度計画を下回ったが、車両台数とし

てはほぼ計画に達していることから、今後においてはＥ３製造数量も計画を達成できるものと見

込んでいる。成果の公開については、平成２３年２月のＮＥＤＯバイオマス関連成果報告会にお

いて事業の進捗等の報告を行い、約４００名の参加があった。 

また、レンタカーの利用車数は平成２２年度末においてのべ約８，０００台であり、関係者の

みならず一般への関心も広まりつつあることが伺える。 

ハンドブックについては、平成２２年度からＥ１０の実証を開始することを見据えた上で発行

を平成２３年度に後倒した。このことは、地域流通実証研究推進委員会においても妥当な判断で

あると評価されている。 

 

 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

Ｅ３製造・供給量 － 達成 計画を下回った 計画を下回った

視察・見学人数 － １，２００人 １，２００人 １，２００人 
成果報告会等参加

加人数 
－ － ２４０人 ４００人 

ハンドブック 

頒布状況 
－ － － － 

※H19年度は実証設備設置段階のため各実績なし。 

※H20年度は成果報告会未実施のため実績なし 

※H21･22年度はハンドブックの作成をH23年度に見送ったため実績なし 

 

４．優先度（事業に含まれる各テーマの中で、早い時期に、多く優先的に実施するか） 

特になし 

５．その他の観点（公平性等事業の性格に応じ追加） 

特になし 

６．総合評価 

① 総括 

輸送用バイオマス由来燃料は、温室効果ガスの排出削減の観点から、その積極的な導入促進

が強く期待されている。それらの導入普及を進めるには、我が国の実情（バイオマス資源、社

会システム）等に即した地産地消・地域循環型の社会モデルの構築とそれらの実運用に関する

データ等を取得、公開して、普及促進することが重要である。 

本事業はＥ３及びＥ１０利用に関する設備を実際に設置し、長期運用データを取得すること

で、Ｅ３利用に関する課題を明確にし、それらを解決していくためのノウハウを取得して、広

く公開していくものであり、Ｅ３及びＥ１０の本格導入の一助として、実施する意義は極めて

大きいと判断する。平成２２年度は、協力車両が飛躍的拡大されたことで本格的な実証実験に

より知見やデータ取得・蓄積の拡充が図られてきており、将来的な実用化を見据えた上で精緻

なモデルになりつつあると評価できる。 

特に、協力車両をレンタカーにも拡大したことにより、宮古島の島民のみならず、島外から

の一般観光者等に対しても利用範囲を広げたことは、将来の実用化及び普及拡大にも大きく貢

献しているものとして高く評価できる。 

 

② 今後の展開 

本事業は「経済産業省所管独立行政法人の改革について」（平成２２年４月１９日、経済産

業省）の方針に基づき、平成２２年度終了をもって経済産業省に移管する。 

 


